
大津市本社機能移転促進助成金交付要綱 

（目的） 

第１条 この要綱は、本社機能を本市の区域内に移転し、本市において事業活動を行おう

とする事業者に対し、本社機能の用に供する建物の取得等に要する経費の一部を予算の

範囲内において助成することにより、本社機能の移転を促進し、もって地域経済の活性

化を図るとともに、市民生活の向上に資することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定める

ところによる。 

⑴ 本社機能 会社の事業活動における各種機能のうち、調査及び企画、情報処理、研

究開発、国際事業、情報サービス事業その他管理業務を行う機能若しくは研究開発を

行う機能（重要な役割を担うものに限る。）又は人材育成に係る研修機能（重要な役

割を担うものに限る。）をいう。 

⑵ 本社機能施設 本社機能を備えた事業所であって、本社である旨が登記その他の方

法により対外的に明示されているものをいう。 

⑶ 本社機能の移転 既に本社機能施設を有し、事業活動を行っている事業者（会社に

限る。以下同じ。）が、新たに本社機能施設を設置する目的で、本市の区域内で建物

を建設、売買又は賃借により取得することをいう。 

⑷ 新規地元雇用者 本社機能の移転後に、当該本社機能施設における業務に従事させ

るために新たに当該事業者が雇用する常用雇用者（雇用契約の形式の如何を問わず、

事実上期間の定めなく、当該事業者に直接雇用されており、雇用保険の一般被保険者

である者をいう。以下同じ。）であって、市内に住所を有するものをいう。 

（助成対象事業等） 

第３条 この要綱による大津市本社機能移転促進助成金（以下「助成金」という。）の交

付の対象となる事業（以下「助成対象事業」という。）の内容は、次の各号に掲げる事

業の種類の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。 

⑴ 建設型移転事業 本社機能の移転（建物の建設又は売買による取得をして行うもの

に限る。以下同じ。）を行う事業であって、当該建物及びその付属設備等（以下「建

物等」という。）の取得に要する経費（消費税額及び地方消費税額に相当するものを

除く。）が５０，０００，０００円以上であるもの。ただし、第５条第１項の規定に

よる認定の申請の日（以下「認定申請日」という。）において市内に本社機能施設を

有する事業者が実施する事業（次条第１項第２号において「市内移転事業」という。）

のうち、当該事業者が使用する権原を有する土地（令和５年４月１日以前から有する

ものに限る。）に本社機能の移転を行う事業を除く。 

⑵ 賃借型移転事業 認定申請日において市外に本社機能施設を有する事業者が、本社

機能の移転（建物（集合住宅の住戸を除く。）の賃借による取得をして行うものに限



る。）を行う事業 

２ 前項の規定にかかわらず、助成対象事業について、国、県、その他公共的な団体から

助成金に相当するものの補助金等の交付を受けている場合は、助成金の交付の対象とし

ない。 

（助成金の額等） 

第４条 建設型移転事業に係る助成金の対象となる経費（以下「対象経費」という。）並

びに助成金の額及び限度額は、次に掲げるとおりとする。 

⑴ 対象経費 次に掲げるとおりとする。 

ア 建物等建設等経費（建設型移転事業に係る建物等の取得に要する経費（消費税額

及び地方消費税額に相当するものを除く。）をいう。以下同じ。） 

イ 新規地元雇用経費（新規地元雇用者（第８条第１項の規定による助成金の交付の

申請の日（同条第３項において「交付申請日」という。）において移転後の本社機

能施設において現に勤務している者に限る。）の雇用に要する経費をいう。次項第

１号において同じ。） 

⑵ 助成金の額 次に掲げる額の合計額とする。ただし、５０，０００，０００円を限

度とする。 

ア 建物等建設等経費の１０パーセント（市内移転事業にあっては、５パーセント）

に相当する額（その額に１，０００円未満の端数が生じた場合は、当該端数を切り

捨てた額） 

イ 新規地元雇用者の数に、５００，０００円（当該新規地元雇用者の雇用形態が非

正規雇用の場合にあっては、２５０，０００円）を乗じて得た額 

２ 賃借型移転事業に係る助成金の対象経費、助成金の額及び限度額並びに交付期間は、

次に掲げるとおりとする。 

⑴ 対象経費 次に掲げるとおりとする。ただし、第２年度にあっては、アに掲げる経

費に限る。 

ア 建物賃借経費（賃借型移転事業に係る建物の取得に要する経費（賃料（消費税額

及び地方消費税額を除く。）に相当するものに限る。）をいう。以下同じ。 

イ 新規地元雇用経費 

⑵ 助成金の額 次に掲げる額の合計額とする。ただし、年間５，０００，０００円を

限度とする。 

ア 建物賃借経費の５０パーセントに相当する額（その額に１，０００円未満の端数

が生じた場合は、当該端数を切り捨てた額） 

イ 前項第２号イの規定により算定する額 

⑶ 交付期間 ２年間とする。 

３ 助成金の交付は、一の事業者につき１回を限度とする。 

（事業者の認定） 



第５条 助成金の交付を受けようとする事業者は、助成対象事業に着手する前に、次項及

び第３項に定めるところにより、市長に申請して、その交付の対象となる事業者である

旨の認定（以下「認定」という。）を受けなければならない。 

２ 建設型移転事業に該当する事業を実施しようする事業者は、大津市本社機能移転促進

助成事業者（建設型）認定申請書（様式第１号）に次に掲げる書類を添えて市長に提出

しなければならない。 

⑴ 事業者概要書 

⑵ 事業計画書 

⑶ 建設計画書又は購入計画書 

⑷ 建物等建設等経費の内訳書 

⑸ 新規地元雇用者の雇用計画書 

⑹ 定款又は規約 

⑺ 法人の登記事項証明書 

⑻ 市税の滞納がないことを証する書類 

⑼ 直近年度の財務諸表 

⑽ その他市長が必要と認める書類 

３ 賃借型移転事業に該当する事業を実施しようする事業者は、大津市本社機能移転促進

助成事業者（賃借型）認定申請書（様式第２号）に次に掲げる書類を添えて市長に提出

しなければならない。 

⑴ 図面その他建物の概要が確認できる書類 

⑵ 建物賃借経費の内訳書 

⑶ 認定申請日における常用雇用者の数が確認できる書類 

⑷ 前項第１号、第２号及び第５号から第９号までに掲げる書類 

⑸ その他市長が必要と認める書類 

（認定の要件） 

第６条 認定の要件は、次に掲げるとおりとする。 

⑴ 市税に滞納がないこと。 

⑵ 実施しようとする事業が、第３条第１項第１号又は第２号に定める要件に該当し、

及び同条第２項に規定する場合に該当しないものであること。 

⑶ １０年以上（賃借型移転事業の場合にあっては、５年以上）の期間にわたって当該

本社機能施設において事業活動を継続する予定があること。 

⑷ 当該本社機能施設が次のいずれにも該当するものでないこと。 

ア 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２２号）

に基づく営業の許可又は届出を要する事業の用に供する施設 

イ 宗教活動又は政治活動を目的とする事業の用に供する施設 

ウ 金融業（銀行業、証券業及びクレジットカード業を除く。）の用に供する施設 



⑸ 自己又は自社若しくは自社の役員等が暴力団員による不当な行為の防止等に関する

法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団若しくは同条第６号に

規定する暴力団員である者又はこれらと密接な関係を有していると認められる者でな

いこと。 

⑹ 賃借型移転事業に係る認定を受けようとする場合にあっては、創業後１年以上経過

し、かつ、本社機能施設での常用雇用者の数が５人以上であること。 

２ 市長は、認定をするときは、必要な条件を付すことができる。 

（認定内容の変更等） 

第７条 認定を受けた事業者（以下「認定事業者」という。）は、当該認定を受けた内容

を変更しようとするときは、大津市本社機能移転促進助成事業者認定内容変更承認申請

書（様式第３号）により、当該変更をする日の３０日前までに、市長の承認を受けなけ

ればならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。 

２ 前条第２項の規定は、前項の規定による変更の承認について準用する。 

（交付の申請） 

第８条 移転後の本社機能施設における事業活動を開始した認定事業者は、助成金の交付

を受けようとするときは、建設型移転事業に該当する事業を実施した者にあっては大津

市本社機能移転促進助成金（建設型）交付申請書（様式第４号）を、賃借型移転事業に

該当する事業を実施した者にあっては大津市本社機能移転促進助成金（賃借型）交付申

請書（様式第５号）を、市長に提出しなければならない。 

２ 建設型移転事業に該当する事業を実施した者にあっては、前項の規定による申請書の

提出の際、次に掲げる書類を添付しなければならない。 

⑴ 事業概要書 

⑵ 図面その他建物等の概要が確認できる書類 

⑶ 建物等建設等経費の一覧表及び支払の事実が確認できる書類 

⑷ 新規地元雇用者一覧表 

⑸ 新規地元雇用者の住民票の写し 

⑹ 新規地元雇用者が雇用保険の被保険者であることを確認できる書類 

⑺ 新規地元雇用者の正規雇用又は非正規雇用の別が確認できる書類 

⑻ 定款又は規約 

⑼ 法人の登記事項証明書 

⑽ 取得した建物に係る登記簿謄本 

⑾ 市税の滞納がないことを証する書類 

⑿ 直近年度の財務諸表 

⒀ その他市長が必要と認める書類 

３ 賃借型移転事業に該当する事業を実施した者にあっては、第１項の規定による申請書

の提出の際、次に掲げる書類（第２年度にあっては、前項第１１号に掲げる書類）を添



付しなければならない。 

⑴ 図面その他建物の概要が確認できる書類 

⑵ 賃貸借契約書の写し 

⑶ 交付申請日における常用雇用者の数が確認できる書類 

⑷ 前項第１号、第４号から第９号まで、第１１号及び第１２号に掲げる書類 

⑸ その他市長が必要と認める書類 

（交付決定等） 

第９条 大津市補助金等交付規則（平成１０年規則第３２号。以下「規則」という。）第

７条第１項の規定による通知は、大津市本社機能移転促進助成金（建設型）交付決定兼

確定通知書（様式第６号）又は大津市本社機能移転促進助成金（賃借型）交付決定通知

書（様式第７号）により行うものとする。 

（認定の取消し） 

第１０条 市長は、認定事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、認定を

取り消すことができる。 

⑴ 第６条第１項の認定の要件を満たさなくなったとき。 

⑵ 第６条第２項又は第７条第２項の規定により付した条件に違反したとき。 

⑶ 認定に係る建物等を、本社機能施設以外の用途に供したとき。 

⑷ 市税を滞納したとき。 

⑸ 偽りその他不正の手段により認定（認定の変更を含む。）を受けたとき。 

⑹ その他市長が助成金を交付することが不適当であると認めたとき。 

２ 市長は、認定事業者に対し規則第５条第１項の規定による助成金の交付の決定をした

後に、前項の規定により当該認定事業者に係る認定を取り消したときは、当該決定の全

部又は一部を取り消すことができる。 

（実績報告及び助成金の額の確定） 

第１１条 規則第１４条の規定にかかわらず、助成金（建設型移転事業に係る助成金に限

る。以下この項において同じ。）に係る実績の報告は、様式第４号による大津市本社機

能移転促進助成金（建設型）交付申請書の提出をもってなされたものとみなす。この場

合において、助成金の額は、規則第１５条の規定にかかわらず、第９条の規定により通

知した額で確定するものとする。 

２ 賃借型移転事業に係る助成金に係る規則第１４条の規定により市長に提出しなければ

ならない実績報告書は、大津市本社機能移転促進助成金（賃借型）実績報告書（様式第

８号）とする。この場合において、規則第１５条の規定による通知は、大津市本社機能

移転促進助成金（賃借型）確定通知書（様式第９号）により行うものとする。 

３ 前項の実績報告書には、賃借料の支払の事実が確認できる資料を添付しなければなら

ない。 

（交付請求書） 



第１２条 規則第１８条第１項の規定により市長に提出しなければならない交付請求書は、

大津市本社機能移転促進助成金交付請求書（様式第１０号）とする。 

（取消通知書） 

第１３条 規則第１９条第４項の規定による通知は、大津市本社機能移転促進助成金交付

決定取消通知書（様式第１１号）により行うものとする。 

（返還通知書） 

第１４条 規則第２０条第１項の規定による返還の命令は、大津市本社機能移転促進助成

金返還通知書（様式第１２号）により行うものとする。 

（地位の承継） 

第１５条 事業の譲渡、合併又は分割その他の事由により、認定事業者から当該事業を承

継した者は、速やかに、地位承継届（様式第１３号）に、当該承継を証明する書類を添

えて市長に提出しなければならない。 

（財産の処分の制限） 

第１６条 規則第２３条ただし書の市長が定める期間は、移転した本社機能施設における

事業開始後１０年（賃借の場合にあっては、５年）を経過した場合又は減価償却資産の

耐用年数等に関する省令（昭和４０年大蔵省令第１５号）別表に定める耐用年数に相当

する期間とする。 

（委任） 

第１７条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に関し必要な事項は、その都度

市長が定める。 

附 則 

１ この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 

２ この要綱は、令和１０年３月３１日をもって失効する。 

  附 則 

この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 

  附 則 

この要綱は、令和８年１月５日から施行する。 

 


